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事故の検証課題４「メルトダウン等情報発信のあり方」に関する新しい事実 
－原子力災害対策マニュアルに炉心溶融判断基準の明記－に対する意見 

 
              原子力発電所の安全管理に関する技術委員会委員 
                    立石 雅昭 

 新潟県技術委員会における福島原発事故の検証過程において、表記の課題別ディスカッ

ションは２０１３年１１月の第１回から２０１６年２月の第７回まで回を重ねてきた。そ

のディスカッションにおいて、東京電力によるメルトダウンの公表が事故発生から２ヶ月

経た２０１１年５月に至った経緯については、資料 No.2 に詳しい。社内で「炉心溶融＝メ

ルトダウン」という言葉を用いない空気・雰囲気が醸成されていく上で、当時の清水社長

の発言が大きかったとされたが、現場技術者も含めて社全体でそのように動いていくのは

原子力発電所の安全に責を負う企業としてはあまりに不適切である。 
「炉心溶融＝メルトダウン」の判断基準が２０１０年に改訂された原子力災害対策マニ

ュアルに記述されており、それに沿って判断していれば、遅くとも３月１４日の早朝には

「炉心溶融＝メルトダウン」していたことが判断できたとする事実（次ページ写真は３月

１日、長岡の東京電力ブースで掲示されたマニュアルに基づく判断結果）は、事故に対し

て一義的責任を有する東京電力の体質・能力だけの問題ではなく、日本における原子力行

政に関わる本質的問題を内在している。 
 災害対策マニュアルに沿った対応を怠り、膨大な放射能を拡散させ、住民を被曝させた

全過程を明らかにするために行われている本検証は、東京電力の対応とともに、官邸や原

子力安全保安院、さらには原子力防災会議の対応の問題も取り上げなければならない。「炉

心溶融＝メルトダウンの判断基準」が東京電力の「原子力災害対策マニュアル」にあった

とされるが、そもそも、このマニュアルは誰が作成したものなのであろう。２０１２年１

０月、「原子力防災会議幹事会」が「原子力災害対策マニュアル」を、原災法や防災基本計

画に定める事項に基づき、関係省庁が連携し、一体となった防災活動が行われるよう必要

な活動要領をとりまとめたものを引き継ぎ、定めている。この「防災会議のマニュアル」

と東京電力のマニュアルとの関係が不明確である。防災会議マニュアルには「炉心溶融＝

メルトダウン」の判断基準が存在したのかどうかが問われる。 
  
 今回の経緯については、規制委員会をはじめ、防災会議も一切口をつぐんだままである。

まだ解明されなければならない多くの課題が存在し、引き続き、議論を深めるとともに、

経緯を明らかにするために、新潟県として防災会議ならびに規制委員会に対して質問を提

出するべきだと考える。その内容としては上記の「マニュアル」の関する問題とともに、

原子力発電所の安全性に関わる下記の問題を含めて作成していただきたい。 
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 １）東京電力はじめ原子力発電関係者（現場技術者を含王む）は誰もこうしたマニュア

ルの存在を知らなかったのか。知っていて黙っていたのか。私は現場が隠蔽に荷担するこ

とは許しがたい。原子力発電所に携わる電力事業者や政府・官庁の体質なのか！ 
 ２）マニュアル作成の過程、それをチェックする機能、それを周知・徹底する機能、マ 
ニュアルにそって訓練し、不備を補っていく過程についての実態が、厳しく問われなけれ

ばならない。 
 ３）原子力安全・保安院等は事故時の対策マニュアルをチェックせずに妥当（基準適合）

宣言をしていたのか。規制委員会での規制基準適合審査ではマニュアルはどのように扱わ

れているのか。 
４）電力事業者の安全管理能力を審査するとされているが、事故対策マニュアルを熟知

し、対応できる能力があると判断する根拠は何か。  
                               以上 
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